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平成１５年法改正後（平16.1.1施行）の
特許無効審判のフロー

図１ ：特許無効審判の基本フロー図

図２ ：審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正
があった場合のフロー図

図３ ：職権で無効理由を発見した場合のフロー図

図４ ：職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図

図５ ：審決後の基本フロー図
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審判請求

予告登録

審判官指定

方式審理

決定による
却下

※弁駁指令

答弁指令

補正書

補正命令

審決

※審理終結

弁駁書
（審判請求書の補正書）

答弁書

請求書副本送達

答弁書・訂正請求書
副本送達

(請求書不備)

(方式違反)(不適法な請求)

答弁指令

審判請求人 特許権者

決定による
却下

答弁書

行政不服審査法第５条
による審査請求

（§134①）
（§133①②）

（§134の2①）

通知通知
（§156①）（§156①）

（§157）

弁駁書副本送付（規則47の2①
又は§134②）

(方式完)

（§133③）

（§133の2①）

（§134①）

（規則47の3①）

（規則47の2①による答弁指令
の場合には訂正請求不可）

訂正請求

（§123①、§131①②）

（特登令§3）

（§137①）

（規則47の2②又は
§134②）

（§134③、§134の2②）

送達
（§157③）（§157③）

送達

特許無効審判の基本フロー図

訂正請求

事件が審決をす
るのに機が熟した

※審理終結へ

(手続不備)

(不適法な手続)

補正書

補正命令

(方式違反)

決定による
却下

（§135）

（§133③）

審決による
却下

東京高裁に
不服申立可

（§178①）

(方式完)

却下理由通知

弁明書

事件が審決をす
るのに機が熟した

事件が審決をす
るのに機が熟した

（§133①②）

※審理終結へ

※弁駁指令へ

yes

no

yes

no

no

yes

（§134の2①）

（§133の2②）

方式審理

（§134①）

本案審理①

（規則47の3②、§17①）

方式審理

(手続不備)

(手続不備)

本案審理②

方式審理 (手続不備)

本案審理③

図１

特許庁

地裁に
不服申立可

（§184の2、行政事件訴訟法§12①④）
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審判請求人

特許権者

弁駁指令訂正請求書副本送達
（答弁書副本送達）

請求の理由の要旨を
変更するものである

許否の決定
（補正許否決定）

（§131の2②一号）

送付
（規則47の5③）

送付
（規則47の5③）

同意する

yes

no

審理を不当に遅延さ
せるおそれがない

ない

審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する
補正があった場合のフロー図

（規則47の3①）

ある

許可できない

訂正請求により補正の必要
が生じたものである（一号）

当初不記載に合理的な
理由がある（二号前段）

同意の確認が
必要である

同意確認通知

同意回答書

（規則47の4①）

no

yes

許可できない許可できる 許可できない許可できる

yes

no

その他

補正許可補正不許可

答弁指令

答弁書

補正書副本送達 （§134②）

（§134②本文）

訂正請求

（§134の2①）

※ただし、職権により
採用する場合あり

図１の本案審理②へ

（§134の2②）
（§134③）

（§131の2②二号）

§131の2②
一号又は二号

答弁機会を与
える必要あり

※審理終結へ

yes

no

※要件を満たしたものが必ず許
可される性格のものではない

弁駁書
（審判請求書の補正書）（規則47の3②、§17①）

（規則47の5）

（§134②但し書き）

（§131の2①）

（§131の2②本文）

（§134②）

（§134②）

図２

通常は、図１の
本案審理②へ

通常は、図１の
本案審理③へ

特許庁
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特許権者審判請求人

無効理由通知
（§153②）
通知通知

（§153②）

訂正請求

意見書 （§153②）

（§134の2①）

意見書（§153②）

職権で無効理由を発見した場合のフロー図

通常は、図１の
本案審理①～③へ
（訂正要件違反のと

きは図４へ）

no 事件が審決をす
るのに機が熟した

※審理終結へ

yes

図３

特許庁 特許権者審判請求人

無効理由通知
（§153②）
通知通知

（§153②）

訂正請求

意見書 （§153②）

（§134の2①）

意見書（§153②）

職権で無効理由を発見した場合のフロー図

通常は、図１の
本案審理①～③へ
（訂正要件違反のと

きは図４へ）

no 事件が審決をす
るのに機が熟した

※審理終結へ

yes

図３

特許庁

（§134の2②、§134③）

訂正拒絶理由通知通知
（§134の2③）

通知
（§134の2③）

意見書・補正書（§134の2③） 意見書

訂正請求書副本送達
（答弁書副本送達）

（§134の2③）
（§17の4①、§17①）

職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図

特許権者審判請求人

訂正要件
違反の解消

yes

通常は、訂正前の
特許につき図１の
本案審理①へ

no

図４

通常は、訂正後の
特許につき図１の
本案審理①へ

特許庁

（§134の2②、§134③）

訂正拒絶理由通知通知
（§134の2③）

通知
（§134の2③）

意見書・補正書（§134の2③） 意見書

訂正請求書副本送達
（答弁書副本送達）

（§134の2③）
（§17の4①、§17①）

職権で訂正要件違反を発見した場合のフロー図

特許権者審判請求人

訂正要件
違反の解消

yes

通常は、訂正前の
特許につき図１の
本案審理①へ

no

図４

通常は、訂正後の
特許につき図１の
本案審理①へ

特許庁
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(改訂H24.3)

審決確定

訂正審判の請求

審決

訂正請求のための
期間指定通知

訂正請求

訴えの提起日
から90日以内

審決取消訴訟

訂正請求の申立

訂正請求のための
期間指定

裁判所

（出訴なし）

（出訴あり）

判決の確定した日
から１週間以内

特許権者

（§181②）

（§126②）

（§134の3②）

（§134の2①）

（§134の3①）

（§134の3①）

（§134の2①）

（§157）

①訂正審判の訂正明
細書等を援用した訂
正請求（§134の3③）

（§178①）

図５

当事者の意見聴取 （§181③）

出訴後90日以内に
訂正審判を請求し、又は請

求しようとしている

yes特許維持審決に対
する取消判決である

yes

no

確定判決
審決取消判決審決維持判決

yes

no

no

審決の取消決定
（差戻し決定）の確定

②訂正審判と異なる
訂正請求

③訂正請求を行わず、
先の訂正審判が訂正
請求としてなされたも
のとみなされたもの

(§134の3⑤）

訂正請求申立がある

yes

審決後の基本フロー図

特許庁

差戻し決定
による再係属

訂正審判の
中止通知

※上告後の決定
確定を含む

※上告後の判決
確定を含む

取消判決
による再係属

（§181⑤）

（§181⑤）

no

審決確定

図１の本案審理①へ

図１の本案審理①へ

訂正請求


